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令和 4 年 3 月 15 日 

 

法医中毒研究会会長 久保 真一 

 

第 11 回法医中毒研究会セミナー開催にあたって 
 

第 11 回法医中毒研究会セミナー（以下、セミナー）は、新型コロナウイル

ス感染症の流行の状況を考慮し、また、Zoom セミナーの方が参加しやすいと

の意見も多かったことから、昨年に引き続き、Zoom で開催いたします。 

法医中毒研究会セミナーでは、法医鑑定における薬毒物分析を、薬毒物分析

マニュアルに即して、薬毒物分析業務全般から各物質の分析方法に至るまでよ

り実践的、専門的に学ぶことを目的としております。 

 

今回のセミナーでは、昨年 12 月に実施した第 3 回ブラインドテストの結果

を共有し、今後の薬物分析の精度の向上に繋げたいと考えており「ブラインド

テスト：（3）ゾルピデムとバルプロ酸」というテーマで、ブラインドテストの

実施要領、ブラインドテストの結果の報告、対象薬物についての分析における

留意点を扱うとともに、精度管理の観点から、バリデーションに有効な Excel

テンプレートの紹介する予定です。 

 

本セミナーにおいて薬毒物定量法について理解を深め、業務の発展、改善等

に役立てていただければと思います。 
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第 11 回法医中毒研究会セミナープログラム 

 

ブラインドテスト：(3) ゾルピデムとバルプロ酸 

 

日 時：令和 4 年 3 月 15 日（火）13:00～15:30 頃（Zoom 開催） 

 

開会の挨拶         13:00-13:05

      会長 久保 真一（福岡大学） 

 

セミナー前半        座長：前橋 恭子（東京慈恵会医科大学） 

第 3 回ブラインドテストについて   

ブラインドテストの準備及び実施の実際      13:05-13:20 

 Brian Waters（福岡大学）  

 ブラインドテスト結果報告             13:20-13:35 

矢島 大介（国際医療福祉大学） 

 質問やご意見(質疑応答含む)                       13:35-14:05 

休 憩                                                    14:05-14:20 

セミナー後半       座長：長谷川 弘太郎（浜松医科大学） 

ブラインドテスト対象薬物の分析について   

 バルプロ酸の分析                 14:20-14:35 

奈女良 昭（広島大学） 

 質疑応答                    14:35-14:45

  

 バリデーション Excel テンプレートの紹介            14:45-15:00 

Brian Waters（福岡大学） 

 質疑応答                    15:00-15:10 

質疑応答及び総括                    15:10-15:25 

矢島 大介（国際医療福祉大学） 

閉会の挨拶                        15:25-15:30 

会長 久保 真一（福岡大学） 
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5.00 mg/mL 5.07 mg/mL
0.50 μg/mL 0.55 μg/mL
100 μg/mL 111 μg/mL
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第 3 回ブラインドテスト結果報告 

(2022 年 3 月 15 日) 

法医中毒研究会セミナー 

 

 

報告事項 

 1. 参加機関 

2. エタノール検査結果 

3. 薬物スクリーニング検査結果 

4. 薬物定量検査結果 

5. その他(ご意見・ご要望など) 

6. 参考資料 

p.7 

p.8 

p.12 

p.18 

p.25 

p.28 

 

 

１．参加機関 

 

参加機関数 38 機関 

回答機関数 38 機関 

 参加 38 機関全てから回答あり。(エタノール検査のみ、スクリーニング検査のみ参加の機関を含む) 

 前回(第 2 回)は 35 機関で 3 機関の増。 

検査 参加機関 38 機関中の回答機関数 

エタノール検査 36 

薬物スクリーニング検査 37 

薬物定量検査 30 
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２．エタノール検査 

【参加機関】36 機関 

 

【調製濃度と定量値の処理】  

調製濃度 5.0 mg/ml 

調製機関分析濃度 セミナー当日の報告を参照 

 エタノール濃度は一般の成書や文献では小数点第 1 位までの数値で症状などを提示している。 

 それ以下の細かい数値での症状の違いは明記されていない。 

 提出された結果を小数点第 1 位となるように四捨五入して解析した。 

 

【各機関の定量値の分布】 

 
 

 
 36 機関中、27 機関(75%)が調整値(5.0 mg/mL)±10%(4.5-5.5 mg/mL)の範囲であった。(注意：10%以内が

妥当ということではない)  
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【1 分析当たりの検体使用量】 

 

 0.5 ml×2 回や 0.5 mL×2+0.25 ml×2 は、それぞれ 1.0 ml、1.5 ml とした。 

 1 分析当たりの検体使用量は 0.1 mL、0.2mL、0.5 mL の機関が多く、最少で 0.02 mL、最大で 1.5mL であっ

た。 

 

 
 検体使用量と分析結果に相関は認められなかった。 

 

【内部標準物質】 

 

 36 機関中 21 機関(58%)が t-ブタノールを使用していた。 
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イソプロパノール, 4, 11%

n-プロパノール, 3, 8%

アセトニトリル, 2, 5%

イソブタノール, 2, 6%

1-ブタノール, 1, 3%

2-ブタノン, 1, 3%

エタノール-d6, 1, 3%

なし, 1, 3%

内部標準物質の種類と使用機関数(凡例：内部標準物質,機関数,割合) 
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【分析機器及び分析方法】 

 

 36 機関中 33 機関(92%)が GC(ガスクロマトグラフィー)、3 機関(8%)が GC-MS(ガスクロマトグラフィー･

質量分析計)を使用していた。 

 分析方法は 36 機関すべてでヘッドスペース法であった。 

 

【コメント・質問など】 

コメント 詳細 

分析方法に関して  2 つ測定試料を調整し、平均を求めた。 

 検量線(5mg/ml まで)を外れてしまった。 

 検体使用量 1ml で分析しましたが、検量線範囲から外れたため検体を 10 倍希釈

(0.1ml 使用)し、再検査しました。 

 講座内検量線範囲の上限値(4.0mg/ml)を超えたため、×2、×4 希釈して定量値を算

出しました。 

 通常業務では 0.1~4.0mg/ml の範囲で検量線を作成して定量を行っているが、今回の

分析ではそれ以上の高濃度で検出されたため、検体を 2~4 倍希釈して定量値の確認

を行った。 

 検量線は 5mg/ml までしか引いていないので厳密な数値ではありません。(実務的に

は「5mg/ml 以上」と報告しています) 

 4.0、2.0、1.0mg/mL+ブランクで検量線を作成(各点 n=3)⇒これを用いて内部標準法

で定量分析を行った(n=2 で平均値を算出)。定量結果が検量線上限を超えてしまった

ので、結果は参考値とした。ただし、r>0.99 なので妥当と推定。 

 最初の測定で検量線の範囲を外れたので、半分の量で再測定しました。 

 今回は高濃度とした。 

 

質問 回答 

 ①内部標準物質を複数使用してらっしゃる機関があ

りましたら、何を選択されているか教えて頂きたい

です。(当機関では、t-ブタノールをメインで使用し

ていますが、試料由来のピークと被る場合は、イソ

ブタノールを選択しています。) 

 ①今回のテストではエタノール検査については

内部標準物質を複数使用しているという回答や

コメントはありませんでした。セミナー当日に

参加者にお伺いいたします。 

GC, 33, 92%

GC/MS, 3, 8%

エタノール分析に使用している分析機器(分析機器、機関数、割合)
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 ②通常、検量線は 4mg/ml までのものを使用してお

りますが、他の機関は定量上限がどれくらいなのか

教えて頂きたいです。 

 ③希釈方法(ブランク血液あるいはその他(水)で希釈

しているのか)をどうしているか知りたいです。 

 ②上記コメントでは定量上限を 4-5 mg/mL とし

ている機関が多いようです。 

 ③検体を希釈して分析でしている機関はいくつ

かあります。 

 セミナー当日に参加者にお伺いいたします。 

 検体使用量と定量結果に相関があるのか、また、検

体使用量が最低何 ml あれば結果に影響を及ぼさな

いのかご存知でしたら教えて頂きたいです。 

 1-3 回のブラインドテストの結果からは、検体使

用量と定量結果に相関はありませんでした。 

 検体最低量は分析機器と分析方法によって変わ

りますので、一概には言えません。一般には許

容できる誤差範囲を文献などを参考にご自身で

設定し、どこまでその範囲で分析できるかご自

身の分析環境で試してみることで判断します。

ただし、今回の結果では 0.02 mL、0.04 mL な

ど少量で分析している機関でも、正確な定量値

を算出しています。 

 内部標準法では 5.3mg/mL を示しましたが、標準添

加法では 2.6mg/mL を示しました。なお、ヒト全血

にエタノールを添加したところ内部標準法で正確な

値が定量できました。前回も高値を報告しました

が、前々回はほぼ正確な値を報告しました。分析手

法がウシ血(?)と合致していないと思われます。 

 動物種による分析方法への影響は知られており

ませんが、その可能性は否定はできません。他

方、検量線作成の影響もあるかもしれません。 

 セミナー当日に参加者にお伺いします。 
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３．薬物スクリーニング検査 

【参加機関】37 機関 

 

【添加化合物】 

 今回は以下の 2 種とした。 

添加化合物 
①バルプロ酸 

②ゾルピデム 

 バルプロ酸は検出や分析がうまくいかない場合があるとの意見があったため、その対処方法を研究会の分析

者で共有するのがよいとのことで選択した。 

 ゾルピデムは、いわゆる Z 系薬物と呼ばれるものの代表で、近年臨床で繁用されることから選択した。 

 

【各機関の検出結果】 

対象２化合物の検出状況 機関数 

バルプロ酸、ゾルピデム両物質を検出 33 

ゾルピデムは検出したが、バルプロ酸が不検出 4 

 37 機関中 33 機関(89%)で対象２化合物を検出した。 

 ゾルピデムは 37 機関全てで検出できていたが、バルプロ酸を検出できなかった機関が 4 機関あった。 

 

【前処理方法】 

[LC-MS 及び LC-MS/MS、LC-QTOF 分析における前処理方法(35 方法)] 

前処理法 機関数 追加処理 機関数 

QuEChERS 法 20 
特記無し 18 

固相抽出、分散固相(Resteck Q-sep) 2 

除タンパク法 11 
特記無し 9 

QuEChERS AOAC パウダー、リン脂質除去 2 

液-液抽出 
1 特記無し 1 

1 ギ酸アンモニウム添加アセトニトリルで液液抽出 1 

固相抽出 2 特記無し 2 

 

[GC-MS 及び GC-MS/MS 分析における前処理方法(30 方法)] 

前処理法 機関数 追加処理 機関数 

QuEChERS 法 19 
特記無し 14 

リン脂質除去(Captiva、NAGINATA の方法等) 5 

液-液抽出法 5 
特記無し 3 

珪藻土 2 

固相抽出 6 特記無し 6 

 

[PESI-MS/MS 分析における前処理方法(1 方法)] 
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前処理法 機関数 追加処理 機関数 

除タンパク法 1 特記無し 1 

 LC 系分析、GC 分析とも QuEChERS 法を前処理として採用している機関が多かった。 

 

【検体使用量】 

 1 機関内でも分析機器等により 2 種以上の前処理方法を採用している場合があり、それらは各 1 方法として

集計した。 

 1 分析当たりの検体使用量として集計した。例：1 分析当たり合計 2 mL(0.5 ml×4 回)使用の場合は 2 ml で

集計。 

[LC-MS 及び LC-MS/MS、LC-QTOF 分析での検体使用量(35 方法)] 

検体使用量(mL) 前処理方法数 

0.05 3 

0.1 15 

0.2 1 

0.5 13 

1.0 3 

 

[GC-MS 及び GC-MS/MS 分析での検体使用量(30 方法)] 

検体使用量(mL) 前処理方法数 

0.1 6 

0.2 4 

0.4 2 

0.5 9 

1.0 9 

 

[PESI-MS/MS 分析での検体使用量(1 方法)] 

検体使用量(mL) 前処理方法数 

0.02 1 

 LC 分析系では 1 分析あたり 0.1 mL または 0.5 mL の検体を使用している機関が多く、GC 分析系では 1 分析

あたり 0.5 mL または 1.0 mL の検体を使用している機関が多かった。 

 LC 分析系のほうが、検体使用量が少量である傾向があった。また、PESI ではごく少量の検体量使用量(0.02 

mL)であった。 

 

【内部標準物質】 

 分析法(分析機器)により内部標準物質を変えている機関もあったが、機関単位での集計とした(計 37 機関)。

例：LC/MS/MS：ジアゼパム-d5, フェノバルビタール-d5、GC/MS：ジアゼパム-d5 の場合、機関としては

ジアゼパム-d5, フェノバルビタール-d5 を使用とした。 

内部標準物質 機関数 

ジアゼパム-d5 14 
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ジアゼパム-d5、フェノバルビタール-d5 11 

ジアゼパム-d5、フェノバルビタール-d5、ジフェンヒドラミン-d3 1 

ジアゼパム-d5、フェノバルビタール-d5、Custom internal standard(RESTEK) 1 

ジアゼパム-d5、フェノバルビタール-d5、ナフタレン-d8、ペリレン-d12 1 

ジアゼパム-d5、フェノバルビタール-d5、ナフタレン-d8, アセナタレン-d10、3-フェニ

ルプロピルアミン 
1 

ジアゼパム-d5、セコバルビタール-d5 1 

ジアゼパム-d5 もしくはフェノバルビタール-d5 1 

フェノバルビタール-d5、セコバルビタール-d5 1 

エスタゾラム-d5 1 

セコバルビタール-d5 1 

ペルフェナジン(GC-MS 固相抽出)、フェナセチン(LC-MS 除タンパク) 1 

3-フェニルプロピルアミン 1 

記載なし 2 

 ジアゼパム-d5 のみの機関は 37 機関中 14 機関(38%)で、次にジアゼパム-d5、フェノバルビタール-d5 の 2

種が 11 機関(30%)であった。 

 

【分析機器】 

分析機器 機関数 

GC-MS・LC-MS/MS 併用 17 

LC-MS/MS のみ 9 

GC-MS のみ 2 

GC-MS/MS のみ 2 

GC-MS/MS・LC-MS/MS 併用 2 

GC-MS・LC-MS 併用 1 

GC-MS・LC-MS/MS・LC 併用 1 

GC-MS・LC-MS/MS・LC-QTOF 併用 1 

LC/MS のみ 1 

LC-MS/MS・PESI-MS 併用 1 

 「GC-MS・LC-MS/MS 併用」が 17 機関、「LC-MS/MS のみ」が９機関であった。 

 

【併用の理由】 

 主要な理由は以下であった。 

①それぞれに長短があり、それを相互に補完するため。 

②複数の分析方法で確認するため。 

併用の理由(詳細) 
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 複数の分析方法を利用することで、取りこぼしを防ぐため。 

 LC/MS/MS のみでは不安な時があるので(覚せい剤など)。危険ドラッグや代謝物など NAGINATA でし

か確認できないものもあるため。分析値は、LC/MS/MS を優先しているが、化合物によっては GC/MS

を優先することもある。 

 LC/MS(QTOF)と GC/MS は、スクリーニング対象化合物を広く網羅するために、必ず両方実施します。

薬物が検出され、定量する場合は、LC/MS(トリプル四重極)で半定量します。分析結果は、それぞれ別の

報告書で出します。 

 メインは LC/MS/MS ですが、GC/MS でしか検出されない化合物をみるため、両方行っています。 

 PESI-MS/MS は極少量の検体で迅速に分析を行えるが、登録物質が少ない。LC/MS/MS では揮発性(低極

性)物質の検出が難しく、GC/MS(濃縮操作を含まない固相抽出法)を併用している。 

 ライブラリーの違いによる薬物の検出漏れを防ぐため。異なる分析装置間での検出される薬物の整合性を

見るため。 

 GC と LC でダブルチェックするため。 

 LC/MS での検出が適さない薬物もあるため。 

 

 

 

【各機関の検体使用量と前処理方法、分析機器、検出薬物(37 機関)】 

 前処理方法、分析機器、検体使用量の 1、2 については、1 機関で複数の方法を実施している場合に記載。 

前処理方法 1 分析機器 1 
検体量 1 

(ml) 
前処理方法 2 分析機器 2 

検体量 2 

(ml) 

検出薬物 備

考 バルプロ酸 ゾルピデム 

QuE GC/MS 0.1 QuE LC/MS/MS 0.1 〇 〇  

QuE GC/MS 1 QuE LC/MS/MS 0.5 〇 〇 ① 

除タン LC/MS/MS 0.1 QuE GC/MS 1 〇 〇 ② 

除タン LC/MS/MS 0.1 QuE GC/MS 0.5 〇 〇  

固相 LC, GC/MS, LC/MS/MS 1 液液 LC, GC/MS 1 〇 〇  

QuE LC/MS/MS 0.1 QuE GC/MS 0.2 〇 〇 ③ 

QuE GC/MS/MS 0.2       〇 〇  

QuE GC/MS, LC/MS/MS 0.5       〇 〇  

固相 LC/MS/MS 1 固相 GC/MS 1 〇 〇  

QuE GC/MS, LC/MS/MS 0.1       〇 〇  

QuE GC/MS/MS 0.4       〇 〇  

QuE GC/MS 0.5 QuE LC/MS/MS 0.5 〇 〇  

除タン LC/MS 0.05 QuE LC/MS 0.1  〇 ④ 

QuE GC/MS 0.5 QuE LC/MS/MS 0.5 〇 〇  

除タン+QuE GC/MS 0.5 除タン+QuE LC/MS/MS 0.5 〇 〇 ⑤ 

QuE LC/MS/MS 0.5       〇 〇  

固相 GC/MS 0.1 QuE LC/MS/MS 0.1 〇 〇  

除タン PESI-MS/MS 0.02 QuE LC/MS/MS 0.5 〇 〇 ⑥ 
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固相 GC/MS 1 QuE LC/MS/MS、LC-QTOF 0.5  〇  

除タン LC/MS/MS 0.1       〇 〇  

除タン LC/MS/MS 0.1 QuE GC/MS/MS 0.1 〇 〇  

QuE LC/MS/MS 0.1        〇  

除タン LC/MS/MS 0.1       〇 〇 ⑦ 

除タン LC/MS/MS 0.1 液液 GC/MS 0.1 〇 〇  

除タン LC/MS/MS 0.2       〇 〇  

QuE、固相 LC/MS/MS 0.5 QuE GC/MS 1 〇 〇 ⑧ 

除タン LC/MS/MS 0.1       〇 〇  

QuE LC/MS/MS 0.5        〇  

QuE GC/MS 0.5       〇 〇 ⑨ 

QuE+分散固相 LC/MS/MS 0.05 液液 GC/MS 0.2 〇 〇 ⑩ 

QuE LC/MS/MS 0.5       〇 〇  

QuE GC/MS 0.5 QuE LC/MS/MS 0.5 〇 〇  

QuE LC/MS 0.5 QuE GC/MS 0.5 〇 〇 ⑪ 

液液抽出 LC/MS/MS 0.1       〇 〇 ⑫ 

除タン LC/MS/MS 0.05 QuE GC/MS 0.5 〇 〇 ⑬ 

固相 GC/MS 1.0       〇 〇  

QuE LC/MS/MS 0.1 QuE GC/MS/MS 0.1 〇 〇  

前処理方法略語：除タンパクのみ：除タン、QuEChERS：QuE、固相抽出：固相、液液抽出：液液 

[備考] 

① 検体使用量 1mL (フリーとアセチル化で各 0.5mL 使用) 

② 前処理方法 2：QuEChERS Captiva(NAGINATA の方法)、検体使用量 2：0.5 mL×2 (AC 用, Free 用) 

③ 下記コメント①。 

④ 分析方法 3：液液抽出、GC/MS、検体使用量 0.2x2(酸性、塩基性各 0.2ｍL)、内部標準物質なし。下記コメ

ント②。 

⑤ 前処理方法 1 及び 2：アセトニトリル除タン+QuE AOAC パウダー(NAGINATA の方法) 

⑥ 分析方法 3：前処理: 固相(濃縮なし), 分析機器: GC/MS, 検体量: 1.0, 内部標準物質: なし 

⑦ 前処理方法 1：除タン→リン脂質除去 

⑧ 前処理方法 2：QuE、Captiva リン脂質除去 

⑨ 前処理方法 1：スクリーニングには NAGINATA 法を用いた。 

⑩ 下記コメント④。前処理方法 1：QuE+分散固相(Resteck Q-sep)、前処理方法 2：珪藻土-液液分配。分析方

法 3：前処理: 珪藻土-液液分配+無水酢酸 TFA, 分析機器: GC/MS, 検体量: 0.2, 内部標準物質: 3-フェニルプ

ロピルアミン 

⑪ 前処理方法 2：QuE+NDLipidsCaptiva 

⑫ 前処理方法 1：ギ酸アンモニウム添加アセトニトリルで液液抽出 

⑬前処理方法 2：QuE+NDLipidsCaptiva 
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【コメント】 

① LC/MS/MS ではバルプロ酸検出されず(pos, neg 共に検出されない)、GC/MS でバルプロ酸検出。 

② 2 化合物含まれているとのことでしたが、3 種類の定性分析で、いずれもゾルピデムしか検出できませんで

した。 

③ スクリーニングには NAGINATA 法を用いた。 

④ 普段は LC/MS/MS と無水酢酸 TFA-GC/MS でスクリーニングを行っていますが、これらではバルプロ酸

が微妙でした。2 化合物含まれているという情報があったので LC/MS/MS で微妙なピークを認知でき、さ

らに誘導化なしの GC/MS で確認できました。事前情報がなかったらバルプロ酸を見逃していたかもしれ

ません。 

 バルプロ酸が検出できていない 4 機関の分析機器は LC-MS/MS のみが 2 機関、GC-MS と LC-MS 併用が

1 機関、GC-MS と LC-MS/MS、LC-QTOF 併用が 1 機関であった。 

 

ブラインドテスト参加者からの質問 

質問 回答 

 よく偽陽性で検出される化合物がある場合、偽陽性

であることを確認する方法として、他の機関ではど

のような手法を用いているのでしょうか?(当機関で

は模索中です。) 

 標品との比較と他の分析方法で確認することが

基本です。具体的には、キャリーオーバーを含

むコンタミではないことを同分析方法で確認

し、次に標品との RT とスペクトルの整合性を

検討。それでも解決できない時は異なった分析

機器で測定して判断します。不安が残る時は、

知り合いの先生に分析をお願いするのはいかが

でしょうか。事務局へのご相談も可能です。 

 定性に使用する検体は何を使っているのか、教えて

いただきたいです。大腿静脈血、尿を基本に、ない

時は心血を使っています。基本は何を使っているの

か、十分量取れない場合は代わりに何を使うのか、

最初、末梢血というくくりで検査をするようになり

ましたが、それで良いのか、外注検査にどの程度出

しているのか、科捜研に分析を頼んでいるのか等、

よろしくお願いします。 

 尿と血液を基本として、血液に心血を使うか大

腿静脈血を使うかは、機関や分析者の判断であ

り、どちらが良いということはありません。例

えば、基本が大腿静脈血でも十分量がない時は

心血を使用したり、その他の血液を使用したり

しても問題ありません。大腿静脈血以外の末梢

血を採取することは少ないとは思いますが、鎖

骨下静脈や内頸静脈などからの採血でも末梢血

としてよいと思います。分析した血液の採血部

位を記録しておくことが大切です。外注や科捜

研の依頼については、機関によると思います。

すべて機関内で分析する（または分析を試み

る）ところから、機材や人員の関係でほぼ全て

外注している機関まで様々です。ただし、本研

究会では、外注よりも本研究会を通じての他大

学への分析依頼を推奨しています。ご相談くだ

さい。 
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４．薬物定量検査 

【参加機関】30 機関 ただし 1 機関は機器故障のため定量分析結果はなし。 

【添加濃度】 

添加化合物 調製濃度(µg/mL) 調製機関分析濃度(µg/mL) 

バルプロ酸 100 セミナー当日の報告を参照 

ゾルピデム 0.5 セミナー当日の報告を参照 

 今回はバルプロ酸は治療域に、ゾルピデムは中毒域に設定した(下表参照)。 

化合物 治療域(µg/mL) 中毒域(µg/mL) 致死域(µg/mL) 

バルプロ酸 40-150 150-200 556- 

ゾルピデム 0.008-0.2 0.5 1.0- 

薬毒物情報インデックスより 

 

【分析機器】30 機関 

分析機器 機関数 

LC-MS/MS  17 

LC-MS/MS と GC-MS 併用 10 

LC-MS 1 

LC-MS と GC-MS 併用 １ 

LC-Orbitrap-MS 1 

 定量分析では LC-MS/MS が最多で、LC-MS/MS と GC-MS の併用が次に多かった。 

 

【分析方法】30 機関 

定量分析方法 機関数 

内部標準法 22 

標準添加法 5 

内部標準法と標準添加法 2 

絶対検量線法 1 

 記載のあった 30 機関中 24 機関(80%)で内部標準法を用いていた。 
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【各機関の定量値】 

[バルプロ酸] 24 機関で定量値を算出。29 機関中 3 機関はバルプロ酸が不検出であり、２機関は定量せず、1

機関は機器故障により定量できず。 

 
 調製値±10%（90-110）とすると 24 機関中 10 機関(42%)がその範囲に入った。 

 

[ゾルピデム] 29 機関で定量値を算出（1 機関は機器故障により定量できず）。 

 
 調製予定値±10%（0.45-0.55）とすると 24 機関中 4 機関(17%)がその範囲に入った。(注意：±10%が正し

いということではない) 

 1 機関を除いては、全ての機関で中毒域以上で検出できていた。 

 調製値より約 10%高い値の分析値が多い。 

 

【内部標準物質】30 機関 

内部標準物質 機関数 

ジアゼパム-d5 6 

7.8
16.3

33.5 40 40.38

62.256
71

91.02 92.4 97.4 99 99.9 100 100 102 104.2104.9111.2 117 120
132.6

201.76
210

344

0

100

200

300

400
各機関のバルプロ酸定量値(µg/ml)

0.1
0.47 0.5 0.5 0.58

0.65
0.65

0.67
0.69

0.7
0.7

0.71
0.72

0.73
0.74

0.75
0.76

0.76
0.79

0.8
0.8

0.83
0.86

0.892
0.956

1.0
1.3

2.0

4.36

0

1

2

3

4

5

各機関のゾルピデム定量値( µg/mL)
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ジアゼパム-d5、フェノバルビタール-d5 5 

ジアゼパム-d5、2-エチルヘキサン酸 2 

ジアゼパム-d5、2-エチルブタン酸 1 

ジアゼパム-d5、p-t-ブチル安息香酸 1 

ジアゼパム-d5、tert-ブチル安息香酸 1 

エスタゾラム-d5、2-エチルヘキサン酸 1 

ジアゼパム 1 

ジアゼパム-d5、フェノバルビタール-d5、ナフタレン-d8 1 

ジアゼパム-d5、安息香酸(検討) 1 

ジアゼパム-d5 もしくはフェノバルビタール-d5 1 

ゾルピデム-d6 1 

ゾルピデム-d6、バルプロ酸-d6 1 

ゾルピデム-d6、4-メチルオクタン酸 1 

ゾルピデム-d7、フェノバルビタール-d5 1 

ベサフィブラート-d6 1 

ペルフェナジン 1 

なし 1 

記載なし 1 

 内部標準物質はジアゼパム-d5 の 1 種が 6 機関、ジアゼパム-d5、フェノバルビタール-d5 の 2 種が 5 機関と

最多であった。 

 d5-ジアゼパムは 30 機関中 19 機関(63%)で採用されていた。 

 定量物質に合わせた内部標準物質(ゾルピデム-d6、バルプロ酸-d6)を採用している機関も認められた。 

 

【定量分析における各機関の前処理方法、分析機器、検体使用量、定量値一覧】30 機関 

 前処理方法 1 の検体使用量が少ない順に掲載。 

 前処理方法、分析機器、検体使用量の 1、2 については、1 機関で複数の方法を実施している場合に記載。 

前処理方法 1 分析機器 1 定量法

1 

検体量 1 (ml) 前処理

方法 2 

分析機器 2 定量法

2 

検体量 2 (ml) 定量値 (µg/mL) 備

考 バルプロ酸 ゾルピデム 

除タン LC/MS/MS 内 0.02 

    

 0.86  

除タン LC/MS/MS 内 0.04 

    

16.3 0.47  

QuE LC/MS 内 0.05 液液 4) GC/MS 内 0.1 104.9 0.83 ① 

QuE GC/MS 内 0.1 QuE LC/MS/MS 内 0.1 40.38 0.1  

除タン LC/MS/MS 標 0.1 

    

97.4 0.7 ② 

除タン LC/MS/MS 内 0.1 

    

 0.65 ③ 

固相 LC/MS/MS 内 0.1 

    

 2.0 ④ 

QuE LC/MS/MS 内 0.1 QuE GC/MS 内 0.1 120 0.71  

QuE LC/MS 内 0.1 

    

 0.5  

固相  GC/MS 標 0.1 QuE LC/MS/MS 内 0.05 7.8 0.8  

除タン LC/MS/MS 内 0.1 液液 GC/MS 内 0.1 102 0.76  
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除タン LC-Orbitrap-MS 内 0.1 

    

132.6 1.0  

QuE LC/MS/MS 内 0.1 

    

  ⑤ 

QuE (Micro) LC/MS/MS 内 0.1 

    

99 0.69  

QuE LC/MS/MS 内 0.1 QuE GC/MS/MS 内 0.1 99.9 0.892  

固相 LC/MS/MS 内 1) 0.2 固相 LC/MS/MS 内 1 40 0.5  

除タン LC/MS/MS 標 0.2 

    

111.2 0.74 ⑥ 

QuE LC/MS/MS 内 0.3 

    

100 1.3 ⑦ 

QuE LC/MS/MS 内 0.5 

    

62.256 0.956  

固相 LC/MS/MS 外 2) 0.5 除タン LC/MS/MS 外 2) 0.1 71 0.58  

QuE GC/MS 内 0.5 QuE LC/MS/MS 内 0.5 201.76 0.72  

QuE、固相 LC/MS/MS 内 0.5 QuE5) GC/MS 内 0.025 104.2 0.73  

QuE LC/MS/MS  内 0.5 固相 GC/MS 

 

0.5  4.36  

液液 3) LC/MS/MS 標 0.002x2 本 x5 点 液液 3) LC/MS/MS 標 0.1x2 本 x5 点 100 0.7  

QuE7) LC/MS/MS 内 0.05×2 (反復)  

   

210 0.8  

除タン LC/MS/MS 標 0.05x6 QuE6) GC/MS 標 0.5x4 33.5 0.76  

除タン LC/MS/MS 内 0.1×2  除タン 9) GC/MS 内 0.1×2 91.02 0.67 ⑧ 

その他 8) GC/MS 内 0.1×3=0.3 QuE LC/MS/MS 内 0.5×2=1.0 344 0.75 ⑨ 

除タン LC/MS/MS 標 0.1×4  除タン LC/MS/MS 標 0.1×4 117 0.79 ⑩ 

除タン LC/MS/MS 標、内 0.4(0.1x4) 除タン LC/MS/MS 標、内 0.4(0.1x4) 92.4 0.65  

前処理方法略語、除タンパクのみ：除タン、QuEChERS：QuE、固相抽出：固相、液液抽出：液液 

定量法略語、内：内部標準法、標：標準添加法、外：外部標準法 

1)①内部標準法 ②誘導体化法 

2)外部標準法(絶対検量線法)、マトリックス検量線 

3)ギ酸アンモニウム添加アセトニトリルで液液抽出 

4)液液抽出後誘導体化 

5)QuEChERS、Captiva リン脂質除去 

6)QuEChERS+NDLipidsCaptiva TMS 化処理 

7) QuEChERS+分散固相(Restek Q-sep) 

8)その他(奈女良先生の方法) 

9)アセトニトリル除タン+QuEChERS AOAC パウダー 

[備考] 

① 今回検出されたバルプロ酸は以前 QuEChERS で抽出した際、バラツキが大きかったため、液液抽出で実施し

た。 

② 簡易定量値は、GCMS で算出された値を記入しています。定量値は、3 回測定した平均値です。 

③ バルプロ酸は定量していない。 

④ バルプロ酸はルーチンで外部委託検査を実施しているため、定性のみの結果です。 

⑤ ExionLC+Sciex6500 で定量分析を試みたものの、機器の故障による分析不可であった。 

⑥ バルプロ酸の定量値はフリーとして。 
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⑦ ゾルピデムの検量線の直線性がある範囲(~1.0)を超えたため、2 倍希釈したサンプルで定量値を算出しまし

た。 

⑧ ゾルピデムを LC/MS/MS, バルプロ酸を GC/MS で定量しました。 

⑨ バルプロ酸は、血液 0.1ml に内部標準(2-エチルヘキサノイック酸)と塩酸を加え、t-ブチルメチルエーテルで

抽出後にトリメチルシリルジアゾメタンでメチル化して測定した。 

⑩ バルプロ酸分析は N2 乾固しない抽出法を使っている。 

 

【分析機器と前処理方法】 

[LC-MS、LC-MS/MS、LC-Orbitrap-MS 分析における前処理方法]30 機関、35 組み合わせ(1 機関が複数の機器

を使用) 

前処理法 採用数 追加処理 内訳 

QuEChERS 15 

特記無し 12 

Micro 法 1 

分散固相(Restek Q-sep) 1 

固相抽出 1 

除タンパク 14 特記なし 14 

固相抽出 4 特記なし 4 

液液抽出 2 特記なし 2 

 

[GC-MS、GC-MS/MS 分析における前処理方法]30 機関、12 組み合わせ 

 Captiva 類はリン脂質除去とした。 

前処理法 採用数 追加処理 内訳 

QuEChERS 6 
特記無し 4 

リン脂質除去 2 

液液抽出 2 
特記なし 1 

液液抽出後誘導体化 1 

固相抽出 2 特記なし 2 

除タンパク 1 QuEChERS AOAC パウダー 1 

その他 1 奈女良先生の方法 1 

 LC 分析系、GC 分析系ともに前処理方法として QuEChERS を採用している機関が多かった。LC 分析系で

は除タンパクのみの前処理も QuEChERS とほぼ同じで多かった。 

 

【コメント】 

 質問については最後にまとめてお答えします。 

複数の分析法を採用した理由 ① 定性分析と同様に高極性と低極性の物質に対応するため、適合する複数の

分析法を用いた。本件は特に有機酸に有効な誘導体化法を用いた。 
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分析方法について ② 今回検出されたバルプロ酸は以前 QuEChERS で抽出した際、バラツキが

大きかったため、液液抽出で実施した。 

③ ゾルピデムを LC/MS/MS, バルプロ酸を GC/MS で定量しました。 

④ バルプロ酸分析は N2 乾固しない抽出法を使っている。 

⑤ バルプロ酸は、血液 0.1ml に内部標準(2-エチルヘキサノイック酸)と塩酸

を加え、t-ブチルメチルエーテルで抽出後にトリメチルシリルジアゾメタ

ンでメチル化して測定した。 

⑥ ExionLC+Sciex6500 で定量分析を試みたものの、機器の故障による分析不

可であった。 

⑦ NAGINATA 法でのバルプロ酸はテーリングが大きく簡易定量値はあてに

ならないので使用しなかった。 

⑧ 簡易定量値は、GCMS で算出された値を記入しています。定量値は、3 回

測定した平均値です。 

⑨ バルプロ酸はルーチンで外部委託検査を実施しているため、定性のみの結

果です。 

⑩ 前述の通り機器の故障により定量分析は不可であった。簡易定量値は

NAGINATA 法の分析レポートによる。＊検出薬物はいずれも GC/MS ス

クリーニングでの確認のみ。LC/MS/MS での同定未実施。 

⑪ アルコールの分析と同様に、検体を任意の倍率で希釈して定量値を確認し

ているが、値が一致しない時もあるので、分析は難しい(奥が深い)と感じ

た。 

⑫ ゾルピデムの検量線の直線性がある範囲(~1.0)を超えたため、2 倍希釈し

たサンプルで定量値を算出しました。 

 

【簡易定量値と本定量値の違い】 

 定量値の記載のある機関で簡易定量値も記載があった機関について、その両者の値の違いを示した。 

[バルプロ酸 11 機関] 
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[ゾルピデム 19 機関] 

 
 本定量値が調製予定濃度の近い機関でも、簡易定量値が大きく異なっている機関もある。簡易定量値の扱い

を各機関で定めておく必要がある。 
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５．その他(ご意見・ご要望など) 

ご意見・ご要望 回答 

 3 回ブラインドテストに参加しておりますが、実際の値

とこちらで測った値との間で違いが生じた場合、何が原

因なのかわからないまま、結局次のブラインドテストに

参加しております。地方で一人で分析していると、中々

他機関から教えてもらえる情報などが少なく、また自分

のやり方が正しいのか、誤っているのか教えてくれる人

がおらず、次につなげられていない気がします。 

 お忙しい中、難しいとは思いますが、まずは

セミナーでの助言を参考に相違点を見つけ

て、ご自身で何度か再分析しなおす必要があ

ります。しかし、ご自身の分析方法の改善す

べき点を探し出すことは、そう簡単ではあり

ません。解決できない時は、遠慮なく個別に

事務局に相談頂けましたらと思います。 

 先生と同様の 1 人分析者としての悩みは多く

の先生がお持ちです。本研究会は、そのよう

な先生方との連絡を密にして、問題を解決す

るためのものでもあります。遠慮なく事務局

にご相談ください。 

 保有する機器の関係上、シアン(NPD)と界面活性剤(イ

オンクロマト)は測定できない。また、重金属系分析に

用いていた蛍光 X 線分析装置も経年劣化のため処分し

た。使用頻度の低い分析装置にかかる維持費はバカにな

らず、教室としても処分していく方向だが、5 年~10 年

に 1 度しか遭遇しない薬物のために高額機器を購入する

のか否かは日々苦慮している。 

 シアンや界面活性剤などをルーチン分析して

いる機関は多くは無いと思います。 

 ブラインドテストは現時点では一般医薬品を

対象にしております。特殊な薬毒物を対象と

する場合は、ブラインドテストという形式で

はなく、物質を明示して「難しいが重要な薬

毒物を分析する試み」として提供したいと思

います。 

 使用頻度が低い高額機器の購入・維持につい

ては、皆さん同様の悩みをお持ちだと思いま

す。今後は学会や研究会などで特定の機関に

補助金などを出して、維持してもらうなど方

策が必要だと思います。 

 大変貴重な機会を設けて頂きありがとうございました。 

 定量値(分析値)がどれくらい正解と離れているかドキド

キします。今後もこのような企画には参加したいと思い

ます。 

 ご自身の研鑽や機関のクオリティーコントロ

ール、また新人育成に役立てて頂けましたら

幸いです。 

 

質問 回答 

 有効数字を何桁くらいまでみていますか。  「有効数字」というものを、「安定的に算出でき

る桁数」と考えてよろしいでしょうか。 

 前処理、分析機器などにより異なり、基本的に

はご自身の分析系で実際に評価する必要があり
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ます。例えば、自機関の分析機器で同じ試料を

複数回分析して安定して 0.01 まで算出できる

(0.001 の桁は不安定)場合は、機器としての有

効数字は 0.01 の桁と考えてよいと思います。し

かし、複数の試料を同じ前処理で行って同様の

機器で分析した場合、0.01 の桁が不安定となる

場合は、それ以上の桁 0.1 や 1 など、安定した

桁が有効数字となるでしょう。他方、たとえ複

数の検体を同じ前処理、同じ機器で分析して

0.00001 が安定的に算出できたとしても、当該

薬毒物の生理変化が文献的に治療域 0.1-1、中

毒域 5-10 などとなっていた場合は、正確な定量

値もあまり意味がありません(分析者としてのプ

ライドを示したいのであれば、0.58931 と報告

してもよろしいとは思います)。このように、各

薬物で自身の分析方法の有効数字をおよそ知

り、その都度適切に処理、対処することが必要

です。 

 アルコール分析における検体使用量について質問があ

ります。現在、検体使用量 1ml でアルコール分析をし

ています。血液や尿の検体状態により、加温による気

化平衡がうまくいかず、内部標準物質の面積値がコン

トロールに比べ極端に低くなり、正しく分析値が出な

いという事を経験しました。やはり検体使用量は

0.5ml または 0.2ml の方がよいのでしょうか? 

 非常に難しい問題です。ヘッドスペース法では

検体と対照検体が同じ物質を含んでおり、含ま

れる物質の気化率が一定濃度範囲では一定、す

なわち各物質はその他同時に含まれる物質の気

化率には一定濃度内では影響を与えないという

前提で成り立つ分析法です。基本的には検体と

同様の状態の対照検体(検体と対照検体が全く同

じ物質を含んでいる前提)であれば、検体量に関

わらず、内部標準物質の面積値が大きく異なる

ことはないと考えられます。しかし、分析対象

としていない気化率の高い物質が腐敗などで発

生し、その高い気化率のため内部標準物質を含

むその他の物質の気化が抑制されて同等の面積

値が得られないということは可能性としてはあ

ると思われます。その場合は検体使用量を増減

させて、内部標準物質を含むその他の物質のよ

り十分な気化が得られる条件を模索することに

なります。 

 セミナー当日に参加者にお伺いいたします。 
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 アルコール以外にルーチンで定量している化合物があ

れば教えて頂きたいです。(揮発性化合物に限定し

て、今回は質問させて頂きたいです。) 

 セミナー当日に参加者に伺います。 

 一般にはエタノール以外では腐敗で発生するメ

タノール、アセトン、n-プロパノールなどを同

時に分析している機関があります。 

 その他の揮発性化合物については、疑われた場

合や、ルーチン分析中に通常とは違うピークに

気がついた場合に、個別に分析することになる

と思います。 

 血液試料調整時の標準品を頂けないでしょうか。  標準品を希望に応じて配布できるような制度を

検討中ですが、実現できていません。 

 ブラインドテストで使用した薬物については標

準品を提供できるように、今後検討いたしま

す。 

 バルプロ酸定量の再現性を向上させる工夫はあります

でしょうか。バルプロ酸の定量は GC/MS と

LC/MS/MS のどちらが適しているでしょうか。

LC/MS/MS でうまくピークを検出することが出来ま

せんでした。 

 セミナー当日に参加者にお伺いいたします。 

 

ご協力頂きましてありがとうございました。 

皆様のご意見を伺いつつ、より良い制度へ発展できますように検討を重ねていきたいと思います。忌憚のない

ご意見、ご感想を頂けましたらと思います。 
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6．参考資料 

 

【全ての機関のエタノール、バルプロ酸、ゾルピデムの定量値一覧】全 38 機関 

 エタノール定量値の昇順に提示した。 

エタノール定量値 (mg/ml) バルプロ酸定量値 (µg/ml) ゾルピデム定量値 (µg/ml) 

2.6 
  

4.13   

4.4 
 

2 

4.5 7.8 0.8 

4.6 92.4 0.65 

4.689   

4.94   

4.99 40.38 0.1 

5 40 0.5 

5 71 0.58 

5 91.02 0.67 

5 99 0.69 

5 344 0.75 

5  0.5 

5.03  0.86 

5.03   

5.05   

5.1 104.2 0.73 

5.1 120 0.71 

5.14 16.3 0.47 

5.2 100 0.7 

5.2 100 1.3 

5.2   

5.3115  0.65 

5.33 62.256 0.956 

5.33 99.9 0.892 

5.35 201.76 0.72 

5.4 104.9 0.83 

5.4 117 0.79 

5.5 102 0.76 

5.63   

5.7 97.4 0.7 
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5.7 210 0.8 

5.9   

6 33.5 0.76 

6.12  4.36 

 111.2 0.74 

 132.6 1 

 青は定量値が調整予定濃度±10%であったもの。 
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Tetramethylammonium (TMAH)
https://www.tcichemicals.com/assets/brochure-pdfs/Brochure_A1104_J.pdf
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N

MeOH

Spiked blood
(valproic acid 20 g/g)

valproic acid
- TMS

2-ethylhexanoic acid
- TMS   (IS)

6.00 7.00 8.00
0
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Time-->
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m/z
201
174
160

(5 min)

(or ) 0.1mL
2-Ethylhexanoic acid
(0.1mg/mL) 20μL

HCl (0.1M) 0.4mL
Hexane 1.0mL

BSTFA-
1%TMCS 30μL

GCMS Analysis

valproic acid - TMS
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Blood recovery(%) CV(%)
(μg/mL)

Urine recovery(%) CV(%)
(μg/mL)

5 99 5.8

50 98 3.8

5 86 3.9

50 101 3.4

Sample detection limit range of linearity Corrlation
(μg/mL) (μg/mL) Coefficient

Blood 1.0 10-150 0.999

Urine 1.0 10-150 0.999

Recovery and Intra-day Precision for Analysis of Valproic Acid

Quantitation Limit and Linearity of the Method

TMS

Centrifugation
(13,400 rpm, 5 min)

(or ) 0.1mL
2-Ethylhexanoic acid
(1mg/mL) 10μL

HCl (0.05M) 0.9mL
Methyl tert-butyl ether
(MTBE) 0.5mL

MeOH 50μL
TMSDM 10μL

GCMS Analysis

MTBE
0.4mL

5.50 6.00 6.50 7.00 7.50 8.00 8.50 9.00 9.50 10.00 10.50 11.00 11.50
0

100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
800000
900000

Time-->

Abundance

5.50 6.00 6.50 7.00 7.50 8.00 8.50 9.00 9.50 10.00 10.50 11.00 11.50
0

100000
200000
300000
400000
500000
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800000
900000

Time-->
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Valp IS

Blank Blood

Spiked Blood
(100μg/mL)

50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 1500100002000030000400005000060000700008000090000100000110000120000130000140000150000160000170000

m/z-->

Abundance 87

116

57

129
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0

10000
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50000
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m/z-->

Abundance
87 102

57

13011569

Valproic acid methyl ester

2-Ethylhexanoic acid
methyl ester

*  Intra-day precision analysis was performed on a single day (n = 5).

†  Inter-day precision analysis was performed over three consecutive days in duplicate (n = 9).

Intra-day assay* Inter-day assay†
Recovery Accuracy RSD RSD(d6) Recovery Accuracy RSD

Whole Blood (μg/mL)
2.0 87.8 104.9 4.7 2.9 91.2 110.5 5.9
20 88.9 102.3 1.8 0.9 88.2 102.6 1.5
200 86.7 104.8 0.9 1.5 91.6 103.3 1.6

Urine (μg/mL)
2.0 89.8 102.2 2.6 1.5 86.2 104.7 2.9
20 98.0 101.1 1.9 0.5 91.4 101.3 1.2
200 96.7 104.1 2.1 3.1 87.7 104.9 1.4

Therapeutic
y = 0.0096x + 0.0183

R² = 0.9995

0

1
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4

5

6

0 100 200 300 400 500 600

y = 0.0101x - 0.0042
R² = 0.9998

0

0.5
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1.5

2

2.5

0 50 100 150 200 250

0.91 (n=6)1.5 (n=6)2.4 (n=6)

Concentration in Blood (μg/mL)Concentration in Blood (μg/mL)
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Excel
1, Szabi Sofalvi2

1

2Cuyahoga County Medical Examiner’s Office, Cleveland, Ohio, U.S.A

Department of  Forensic Medicine, Faculty of Medicine, Fukuoka UniversityDepartment of  Forensic Medicine, Faculty of Medicine, Fukuoka University

Last year, I submitted a paper to be published in 
the Journal of Chromatography B
The initial decision on the submission was, “… 
reconsideration of your manuscript following 
major revision.”

Background

Department of  Forensic Medicine, Faculty of Medicine, Fukuoka UniversityDepartment of  Forensic Medicine, Faculty of Medicine, Fukuoka University

Some Reviewer’s Comments

“… the method cannot be considered as fully 
validated.”
“… it is important to note that coefficients of 
determination (r2) are not sufficient to prove 
linearity.”
“… was the calibration data heteroscedastic?”
“What about the use of weighting factors?”
“Was ANOVA used for precision calculation?”

Department of  Forensic Medicine, Faculty of Medicine, Fukuoka UniversityDepartment of  Forensic Medicine, Faculty of Medicine, Fukuoka University

Selection of Calibration Model

Introduction
Every toxicologist performing quantitative method development eventually faces the challenge of choosing a 
calibration model for the analyte. Most data acquisition and processing software (e.g., Agilent's ChemStation
or Mass Hunter, AB Sciex's Analyst®) offer options with regards to forcing the calibration equation through 
the origin, applying a weight and model order (e.g., quadratic or linear). When only the most common 
weighting (none, 1/x, 1/x2) and model order (linear, quadratic) options are taken into account, there are six 
possible calibration models per analyte.

Department of  Forensic Medicine, Faculty of Medicine, Fukuoka UniversityDepartment of  Forensic Medicine, Faculty of Medicine, Fukuoka University

Weighted Regression

Shimadzu GCMS Solutions

Quadratic

Department of  Forensic Medicine, Faculty of Medicine, Fukuoka UniversityDepartment of  Forensic Medicine, Faculty of Medicine, Fukuoka University

EZSTATSG1 (Version 1)

• weighted linear calibration models
• bias and precision data for the lower limit of quantitation
• quality controls
• dilution integrity and ion suppression
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Updated Version (EZSTATSG2)

EZSTATSG2 (Version 2)

• flexible five-, six- or seven-point calibration
• six weighted quadratic calibration models
• a processed sample stability function
• implementation of Visual Basic for Applications (VBA) in 

Excel UserForms for easier data entry

Department of  Forensic Medicine, Faculty of Medicine, Fukuoka UniversityDepartment of  Forensic Medicine, Faculty of Medicine, Fukuoka University

EZSTATSG2

Will be available for download from the
home page:

1. The EZSTATSG2 Excel template
2. A PDF version of the preprint article
3. An Excel file of an example sequence used for 

validation analysis
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